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告

　

示

福
井
県
告
示
第
５
号

　
介

護
保

険
法

（
平

成
９

年
法

律
第

１
２

３
号

）
第

７
５

条
第

２
項

に
規

定
す

る
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
の

廃
止

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

法
第

７
８

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
　

平
成

３
１

年
１

月
１

８
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

一
１

　
事

業
所

の
名

称

　
　

 　
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
え

ば
た

ホ
ー

ム
や

わ
ら

ぎ

　
２

　
事

業
所

の
所

在
地

　
　

　
福

井
市

江
端

町
２

０
字

１
－

３

　
３

　
事

業
者

の
名

称

　
　

　
社

会
福

祉
法

人
六

条
厚

生
会

　
４

　
廃

止
届

出
受

理
年

月
日

　
　

　
平

成
３

０
年

１
２

月
２

０
日

　
５

　
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

　
　

　
訪

問
看

護

　
６

　
介

護
保

険
事

業
所

番
号

　
　

　
１

８
６

０
１

９
０

３
３

７

二
１

　
事

業
所

の
名

称

　
　

　
藤

島
園

訪
問

入
浴

介
護

サ
ー

ビ
ス

　
２

　
事

業
所

の
所

在
地

　
　

　
福

井
市

高
木

中
央

三
丁

目
１

７
０

１
番

地

　
３

　
事

業
者

の
名

称

　
　

　
社

会
福

祉
法

人
藤

島
会

　
４

　
廃

止
届

出
受

理
年

月
日

　
　

　
平

成
３

０
年

１
２

月
１

９
日

　
５

　
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

　
　

　
訪

問
入

浴
介

護

　
６

　
介

護
保

険
事

業
所

番
号

　
　

　
１

８
７

０
１

０
０

１
７

７

　
　

福
井
県
告
示
第
６
号

　
介

護
保

険
法

（
平

成
９

年
法

律
第

１
２

３
号

）
第

１
１

５
条

の
５

第
２

項
に

規
定

す
る

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

事
業

の
廃

止
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
法

第
１

１
５

条
の

１
０

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。

　
　

平
成

３
１

年
１

月
１

８
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
　

事
業

所
の

名
称

　
 　

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

え
ば

た
ホ

ー
ム

や
わ

ら
ぎ

２
　

事
業

所
の

所
在

地

　
　

福
井

市
江

端
町

２
０

字
１

－
３

３
　

事
業

者
の

名
称

　
　

社
会

福
祉

法
人

六
条

厚
生

会

４
　

廃
止

届
出

受
理

年
月

日

　
　

平
成

３
０

年
１

２
月

２
０

日

５
　

サ
ー

ビ
ス

の
種

類

　
　

介
護

予
防

訪
問

看
護

６
　

介
護

保
険

事
業

所
番

号

　
　

１
８

６
０

１
９

０
３

３
７

　
　

福
井
県
告
示
第
７
号

　
平

成
３

１
年

１
月

１
日

付
け

で
、

身
体

障
害

者
福

祉
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
２

８
３

号
）

第
１

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

医
師

を
指

定
し

た
の

で
、

身
体

障
害

者
福

祉
法

施
行

細
則

（
昭

和
３

４
年

福
井

県
規

則
第

６
１

号
）

第
７

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

平
成

３
１

年
１

月
１

８
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

　
　
　
目
　
　
次
　
　
　

告
　
示

○
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
（
五
・
長
寿
福
祉

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
予

　
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
（
六
・
同
）

 
…
一

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
規
定
す
る
医
師
の

指
定
（
七
・
障
害
福
祉
課
）
…
…
…
…
…
…
一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
規
定
に

よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
（

八
・
同
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

公
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の

申
請
（
女
性
活
躍
推
進
課
）
…
…
…
…
…
…
三
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診

療
科

目
医

師
の

氏
名

医
療

機
関

の
名

称
医

療
機

関
の

所
在

地

1
整

形
外

科
髙

橋
　

藍
福

井
大

学
医

学
部

附
属

病
院

 吉
田

郡
永

平
寺

町
松

岡
下

合
月

２
３

－
３

2
内

科
白

﨑
　

温
久

福
井

総
合

病
院

 
福

井
市

江
上

町
５

８
－

１
６

－
１

3
内

科
越

野
　

繭
子

福
井

厚
生

病
院

 
福

井
市

下
六

条
町

２
０

１

4
小

児
科

岡
崎

　
新

太
郎

福
井

循
環

器
病

院
 

福
井

市
新

保
２

丁
目

２
２

８

5
循

環
器

科
永

田
　

庸
二

福
井

循
環

器
病

院
 

福
井

市
新

保
２

丁
目

２
２

８

6
循

環
器

科
馬

渕
　

智
仁

福
井

循
環

器
病

院
 

福
井

市
新

保
２

丁
目

２
２

８

7
循

環
器

科
山

口
　

善
央

福
井

循
環

器
病

院
 

福
井

市
新

保
２

丁
目

２
２

８

8
心

臓
血

管
外

科
流

郷
　

昌
裕

福
井

循
環

器
病

院
 

福
井

市
新

保
２

丁
目

２
２

８

　
　

福
井
県
告
示
第
８
号

　
障

害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

の
法

律
（

平
成

１
７

年
法

律
第

１
２

３
号

）
第

５
９

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

指
定

自
立

支
援

医
療

機
関

を
指

定
し

た
の

で
、

同
法

第
６

９
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。

　
　

平
成

３
１

年
１

月
１

８
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

訪
問

看
護

事
業

者
等

担
当

す
る

自
立

支
援

医

療
の

種
類

名
称

所
在

地
開

設
者

名
称

代
表

者
開

設
者

住
所

指
定

日

育
成

医
療

更
生

医
療

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

結
三

方
上

中
郡

若
狭

町
大

鳥
羽

２
８

－
８

合
同

会
社

わ
か

さ
の

風
代

表
社

員
　

澤
　

由
香

三
方

上
中

郡
若

狭
町

大
鳥

羽
２

８

－
８

平
成

３
１

年
１

月
１

日

薬
局担

当
す

る

自
立

支
援

医

療
の

種
類

名
称

所
在

地
開

設
者

名
称

代
表

者
開

設
者

住
所

指
定

日

育
成

医
療

更
生

医
療

調
剤

薬
局

薬
報

堂
 城

東
店

福
井

市
城

東
２

－
８

－
７

株
式

会
社

薬
報

堂
代

表
取

締
役

　
岡

野
　

泰
次

郎
福

井
市

文
京

５
丁

目
１

２
－

８
平

成
３

１
年

１
月

１
日

育
成

医
療

更
生

医
療

ク
ス

リ
の

ア
オ

キ
 灯

明
寺

薬
局

福
井

市
舟

橋
黒

竜
２

丁
目

１

１
１

株
式

会
社

ク
ス

リ
の

ア
オ

キ
代

表
取

締
役

　
青

木
　

宏
憲

石
川

県
白

山
市

松
本

町
２

５
１

２
平

成
３

１
年

１
月

１
日

育
成

医
療

更
生

医
療

共
創

未
来

 越
前

町
薬

局
丹

生
郡

越
前

町
内

郡
１

０
－

３
４

株
式

会
社

フ
ァ

ー
マ

み
ら

い
代

表
取

締
役

　
清

原
　

陽
子

東
京

都
世

田
谷

区
代

沢
５

丁
目

２

－
１

平
成

３
１

年
１

月
１

日
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公

　

告

　
特

定
非

営
利

活
動

促
進

法
（

平
成

１
０

年
法

律
第

７
号

）
第

１
０

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

特
定

非
営

利
活

動
法

人
の

設
立

の
認

証
の

申
請

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
告

し
、

関
係

書
類

を
縦

覧
に

供
す

る
。

　
　

平
成

３
１

年
１

月
１

８
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
　

申
請

の
あ

っ
た

年
月

日

　
　

平
成

３
１

年
１

月
５

日

２
　

申
請

に
係

る
特

定
非

営
利

活
動

法
人

の
名

称
等

　
⑴

　
名

称

　
　

　
特

定
非

営
利

活
動

法
人

心
の

絆

　
⑵

　
代

表
者

の
氏

名

　
　

　
吉

原
　

善
弥

　
⑶

　
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地

　
　

　
福

井
県

鯖
江

市
舟

津
町

　
⑷

　
定

款
に

記
載

さ
れ

た
目

的

　
　

 　
こ

の
法

人
は

、
主

に
日

常
生

活
に

手
助

け
を

必
要

と
す

る
高

齢
者

や
身

体
の

不
自

由
な

人
、

障
害

の
あ

る
人

達
に

対
し

て
家

事
や

掃
除

、
食

事
、

買
い

物
、

移
動

等
の

日
常

生
活

を
サ

ポ
ー

ト
し

、
生

活
上

少
し

で
も

人
間

ら
し

く
楽

し
い

生
活

を
送

っ
て

も
ら

え
る

よ
う

に
直

接
駆

け
つ

け
援

助
す

る
。

そ
し

て
心

の
触

れ
合

い
を

大
切

に
健

康
、

安
心

、
サ

ー
ビ

ス
を

理
念

と
し

て
、

広
く

地
域

福
祉

の
増

進
に

寄
与

し
、

共
に

助
け

合
う

精
神

を
育

む
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

３
　

縦
覧

に
供

す
る

期
間

お
よ

び
場

所

　
⑴

　
縦

覧
に

供
す

る
期

間

　
　

 　
平

成
３

１
年

１
月

５
日

か
ら

平
成

３
１

年
２

月
４

日
ま

で

　
⑵

　
縦

覧
に

供
す

る
場

所

　
　

 　
福

井
県

総
合

政
策

部
ふ

る
さ

と
県

民
局

女
性

活
躍

推
進

課
ふ

く
い

県
民

活
動

・
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
セ

ン
タ

ー
内
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平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日
印

　
刷

　
発
行
人

　
〒
九
一
〇

-

八
五
八
〇

　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号

　
福

　
井

　
県

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日
発

　
行

　
印
刷
人

　
〒
九
一
〇

-

〇
八
五
八

　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
十
五

-

二
十
七

　
㈱
竹
下
印
刷
所

　
☎
㉔
二
二
二
一
番


